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高水協議会論点整理表（９河川流出解析の問題点）

今までの手法への問題提起（中小河川における）
水文資料の収集（観測）

雨量資料の収集
データ 雨量データ貧弱

雨量観測の精度
配置場所 雨量観測点不足、不適

雨量観測場所の問題
雨量観測場所が流域を代表する位置に無く正確性に疑問

流量資料の収集
データ 流量データ皆無

長期的データ収集必要・蓄積されたデータ必要
配置場所 水位・流量観測点不足、不適

水位観測所の位置不適
流量観測場所の問題（下流に必要）

精度・方法 記録管理体制の整備
水位データ疑問
流速観測方法が不適切
水位から流量への変換に問題・流量計算方法とその検証

流下能力検証 流下能力の把握・粗度係数・河床勾配・地形
水位・流量・流速・堆砂断面の記録が皆無
水位計測機器の問題・圧力式の問題（監視カメラの導入）

治水基準点
場所 計画範囲（基準点）不明確

治水基準点の位置不適
洪水防御計画規模

計画規模 治水安全度の用語の定義
洪水防御計画規模の決定の判断は正しいか
C,D,E級への適用が適正か
１００～３０年でよいか

対象降雨量の決定
対象降雨 計画降雨量の決定（流域平均雨量・年最大流域平均雨量・実績降雨との適合性）
引き伸ばし 実績降雨、計画降雨の棄却条件（引き伸ばし適用の問題）

流出解析（貯留関数法）
降雨から流量への変換 雨量から流量への変換に問題

洪水モデルの選定が問題（選定の理由・流域の特性を反映しているか）
流域の流出特性にあった手法か

定数の設定 貯留関数の定数決定根拠
一次流出率と飽和雨量の設定値に問題
流出係数値の決定根拠
その他K,Pなど
流出率の用語の定義

実績流量による検証 実測データとの整合必要
（定数の検証） 蓄積されたデータによる再検証

実績洪水値と計画洪水値の違い
水害発生実績洪水での流出解析必要
洪水再現計算による検証がされていない
流量確率からの検証をしていない
合理式での検証がない・集水面積の観点から合理式法の採用をしていない

治水安全度のとらえ方
洪水確率 年超過確率の用語の定義

カバー率１００％は適正か
１００年確率雨量によって引き起こされる基本高水を越える洪水は１００年確率か
１００年に一度の基本高水を越える洪水が問題なのか
基本高水流量は統計確率的選択の問題（ピーク流量の最大から平均値間）

基本高水流量の再検証
適時見直し必要
何十年も変更しない
支川合流地点は変更するが、基準点では変えない
変えない理由は（ダムのため？）
ダムカット流量と治水基準点流量の関係
ダム計画の履歴と基本高水
９河川の基本高水は、河川法改正以前、ダム計画を目的に算定された
見直しの法的手続き、薄川はどうなっているか
比流量、流量確率などによる検証は意味があるか
設定された基本高水の比流量チェックがない
総合的な土砂管理
総合判断

河川砂防技術基準の問題点・技術基準の内容と解釈、運用
解釈自由な表現
一方的安全サイドの算出
アンバランスな治水安全性
未熟な基準（案）
旧基準のままの観測体制不備

基本方針と整備計画
広域の河川整備計画の策定・推進が先
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高水協議会設置の経過 

 
１ 流域協議会からの提言 

 ○ 複数の流域協議会から「基本高水の再検証等へ流域住民が参加すること」が提言された 

 ○ 提言した流域協議会（提言書提出日） 

・砥川流域協議会（平成１５年(2003 年)１１月６日） 

 ・上川流域協議会（平成１６年(2004 年)３月２５日） 

 ・薄川流域協議会（平成１７年(2005 年)２月９日） 

 

２ 砥川の治水対策に関する説明会（平成１６年(2004 年)７月１４日） 

・基本高水の再検証については、随時情報を公開し、流域住民の意見を反映できる中間検討

会などの場を設けて欲しい。（住民意見） 

・流量調査等のデータは全て公開し、基本高水については住民の皆様とオープンの場で議論

をする場所を設けたい。（青山出納長回答） 

 
３ 流域協議会会員からの要望（平成１６年(2004 年)８月～平成１７年(2005 年)４月） 

 ○ 流域協議会会員から「基本高水について議論の場の設置」を要望された。 
 
４ 流域協議会座長意見交換会（平成１７年(2005 年)２月７日）  

・「基本高水検討の扱いについては流域協議会座長の意見を聞くこと」との提案 
 
５ 「脱ダムネットワーク」による知事への申し入れ（４月２８日） 

・基本高水再検証の場の設置を約束（田中知事） 
 

   （注）資料「基本高水再検証に関する申し入れ」 
 
６ 流域協議会座長意見交換会（６月１５日） 

 ○ 設立素案の検討(出された意見) 
  ・基本高水の出し方､手法を研究・検討する 
  ・流域協議会の会員を基本とし、高水の議論を行いたい人が参加する 

・各流域協議会からの参加をイメージしているが、応募がなければ参加者がいない流域協議

会があってもよい 
 ・名称については、流域協議会と繋がりを持たせるため、「高水協議会」とする 

  ・会員の任期は２年とする 
  ・進行役は会員からの互選とする 
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７ 「高水協議会」の要綱､要領等の制定（７月１５日） 

○ 高水協議会会員の募集 
・９河川の流域協議会の会員から募集 
・募集期間 7 月 27 日から 8 月 10 日まで募集 
・応募者数 ３９名から応募 

○ 応募者からの意見書をもとに選考した結果、８月２３日に２０名を決定（その後１名退会

により１９名） 
 

   （注）資料「高水協議会設置要綱」、「高水協議会運営要領」及び「高水協議会会員名簿」 
 







高水協議会開催の経過 
 
第１回高水協議会 

日時 平成１７年(2005 年)９月１３日（火） 午後１：３０～午後４：００ 
場所 サンパルテ山王（長野市） 

○ 会員の互選により、塩原俊会員（上川流域協議会）を座長に、田口康夫会員（薄川流域協

議会）と武田けい子会員（浅川流域協議会）を座長代理に選出 
○ 講演 

・演題 「基本高水をどう捉えるか」－検討委員会の議論を振りかえって－ 
・講師 信州大学名誉教授 宮地良彦氏（元長野県治水・利水ダム等検討委員会委員長） 

 
第２回高水協議会 

日時 １０月１６日（日） 午前１０：００～午後４：００ 
場所 あがたの森公民館（松本市） 

○ 会員からの意見発表 
  発表者 小松好人会員、小沢均会員、内山卓郎会員、大西健介会員、野原繁美会員、 

馬島直樹会員、常田長時会員、清水馨会員、佐原香会員、中沢勇会員、 
小林峰一会員、宮坂正彦会員、塩原俊会員、花岡今朝男会員、山岸堅磐会員、 
田口康夫会員、武田けい子会員 

 
第３回高水協議会 

日時 １１月１７日（木） 午後１：００～午後４：１５ 
場所 あがたの森公民館（松本市） 

 ○ 会員からの意見発表 
   発表者 五味春人会員、宮入貞徳会員 
 
第４回高水協議会 

日時 １２月７日（水） 午後１：００～午後４：００ 
場所 県庁会議室（長野市） 

 ○ 第５回県治水・利水対策推進本部（17 年 11 月 22 日）で決定した「浅川・薄川の河川整

備計画に関する基本的な考え方」について、会員からの要望を受け、事務局より説明 
 ○ 意見発表をもとに論点を整理した資料に基づき議論 
 
第５回高水協議会 

日時 平成１８年(2006 年)２月５日（日） 午後１：３０～午後４：３０ 
場所 あがたの森公民館（松本市） 

 ○ 「高水協議会論点」に対する議論 
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第６回高水協議会 

日時 ３月２４日（金） 午後２：００～午後５：００ 
場所 県庁会議室（長野市） 

○ 高水協議会論点～今までの手法への問題提起～「観測」について審議 
○ 高水協議会論点～今までの手法への問題提起～について、7 月を目標に取りまとめ、中間

報告を行うこととした 
○ 高水協議会論点「洪水確率」については、ワーキンググループを設置し、検討を行うこと

とした 
 
   （注）資料「洪水確率ワーキンググループ参加会員名簿」 
 
 

第 1 回洪水確率ワーキンググループ 
        日時 ４月２３日（日） 午前１０：００～午前１１：４５ 

場所 あがたの森文化会館（松本市） 
         ○ ワーキンググループの運営方法の決定 
         ○ 高水協議会での洪水確率の論点に関して、共通点や相違点を議論 

 
第７回高水協議会 

日時 ４月２３日（日） 午後１：００～午後４：４０ 
場所 あがたの森公民館（松本市） 

○ 高水協議会論点～今までの手法への問題提起～「観測」「流出解析」について審議 
 

第２回洪水確率ワーキンググループ 
        日時 ５月１５日（月） 午前１０：３５～午後３：３０ 

場所 松本合同庁舎会議室（松本市） 
         ○ アドバイザーとの意見交換 

・アドバイザー  総合地球環境学研究所 上級研究員 大西健夫氏 

          ・アドバイザーから現行の貯留関数法と洪水確率処理、基本高水の算定手

順等の説明を受け、その後会員との意見交換を行った 
 

第３回洪水確率ワーキンググループ 

日時 ５月２１日（月） 午前９：３０～午前１１：３０ 
場所 松本合同庁舎講堂（松本市） 

     ○ 前回（第２回）行ったアドバイザーとの意見交換を踏まえた上での、問

題点の整理と中間報告に向けた取りまとめの方法について議論 
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第８回高水協議会 

日時 ５月２１日（日） 午後１：００～午後４：３０ 
場所 松本合同庁舎講堂（松本市） 

○ 高水協議会論点～今までの手法への問題提起～「観測」「流出解析」について審議 

○ 中間報告書の起草ワーキンググループを設置し、素案の作成を行うこととした 
 
   （注）資料「中間報告起草ワーキンググループ会員名簿」 
 
 

第１回中間報告起草ワーキンググループ 

日時 ６月１４日（水） 午前１０：００～午後０：１５ 
場所 県庁会議室（長野市） 

 
第４回洪水確率ワーキンググループ 

日時 ６月１４日（水） 午後１：００～午後４：００ 
場所 県庁会議室（長野市） 

         ○ 「洪水確率」について議論 
 

第２回中間報告起草ワーキンググループ 

日時 ６月２７日（火） 午前１０：３０～午後３：１５ 
場所 県庁会議室（長野市） 

 
第３回中間報告起草ワーキンググループ 

          日時 ７月９日（日） 午前１０：００～午後０：２０ 
          場所 あがたの森公民館（松本市） 
 
第９回高水協議会（７月９日） 

日時 ７月９日（日） 午後１：００～午後４：３０ 
場所 あがたの森公民館（松本市） 

○ 中間報告書(案)について審議 
 

第４回中間報告起草ワーキンググループ 

日時 ７月１４日（金） 午後１：００～午後４：００ 
場所 あがたの森公民館（松本市） 

 
第５回中間報告起草ワーキンググループ 

日時 ７月２４（月） 午前１０：００～午後３：００ 
場所 松本市第二地区公民館（松本市） 
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第１０回高水協議会 

日時 ７月２７（木） 午後１０：３０～午後３：１５ 
場所 長野県土地改良会館（長野市） 

○ 中間報告書(案)について審議 
 

第１１回高水協議会 
日時 ８月２０（日） 午後１０：３０～午後４：００ 
場所 あがたの森公民館（松本市） 

○ 中間報告書(案)について審議 
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敬　称　略

1 小　松　　好　人
こ　　　まつ　　　　よし　　と

浅川流域協議会

2 小
お

　沢
ざわ

　　　　均
ひとし

砥川流域協議会

3 内
うち

　山
やま

　　卓
たく

　郎
ろう

浅川流域協議会

4 大
おお

　西
にし

　　健
けん

　介
すけ

上川流域協議会

5 野
の

　原
はら

　　繁
しげ

　美
み

薄川流域協議会

6 馬
ま

　島
しま

　　直
なお

　樹
き

角間川流域協議会

7 常
とき

　田
た

　　長
なが

　時
とき

薄川流域協議会

8 清
し

　水
みず

　　　　馨
かおる

上川流域協議会

9 五
ご

　味
み

　　春
はる

　人
と

砥川流域協議会

10 佐
さ

　原
はら

　　　　香
かおる

砥川流域協議会

11 中
なか

　沢
ざわ

　　　　勇
いさみ

浅川流域協議会

12 小
こ

　林
ばやし

　　峰
みね

　一
かず

上川流域協議会

13 宮
みや

　坂
さか

　　正
まさ

　彦
ひこ

砥川流域協議会

14 塩
しお

　原
ばら

　　　　俊
しゅん

上川流域協議会

15 花
はな

　岡
おか

　今
け

 朝
さ

 男
お

砥川流域協議会

16 山
やま

　岸
ぎし

　　堅
かき

　磐
わ

浅川流域協議会

17 田
た

　口
ぐち

　　康
やす

　夫
お

薄川流域協議会

18 宮
みや

　入
いり

　　貞
てい

　徳
とく

浅川流域協議会

20 武
たけ

　田
だ

　け い 子
こ

浅川流域協議会

会員数19名 会員番号は受付順となっています
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会員番号

高 水 協 議 会 　会 員 名 簿

氏　　　　名 流 域 協 議 会 名



敬　称　略

1 小　松　　好　人
こ　　　まつ　　　　よし　　と

浅川流域協議会

3 内
うち

　山
やま

　　卓
たく

　郎
ろう

浅川流域協議会

4 大
おお

　西
にし

　　健
けん

　介
すけ

上川流域協議会

5 野
の

　原
はら

　　繁
しげ

　美
み

薄川流域協議会

14 塩
しお

　原
ばら

　　　　俊
しゅん

上川流域協議会

17 田
た

　口
ぐち

　　康
やす

　夫
お

薄川流域協議会

参加会員数　６名

敬　称　略

2 小
お

　沢
ざわ

　　　　均
ひとし

砥川流域協議会

3 内
うち

　山
やま

　　卓
たく
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高水協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１ 長野県河川流域協議会の共通した課題である基本高水流量について検討を行うため、高水協議

会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（検討事項等） 

第２ 協議会は、次の各号に掲げる事項の検討等を行う。 

（１）基本高水流量について多様な視点からの検討及び研究 

（２）雨量、洪水情報等の共有 

（３）その他必要と認める事項 

 

（組織） 

第３ 協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

（１）長野県河川流域協議会の会員で別に定める募集により選考した者（以下「会員」という。） 

（２）関係行政機関の職員 

２ 前項に掲げる者のほか、学識経験者等の中からアドバイザーを置くことができる。 

 

（任期) 

第４ 会員の任期は、２年とする。 

 

（座長及び座長代理） 

第５ 協議会に座長及び座長代理を置き、会員の互選により定める。 

２ 座長は、会務を総理する。なお、座長に事故があるときは、座長代理がその職務を代理する。 

 

（協議会の開催） 

第６ 協議会は、座長が招集し、座長が議長となる。 

２ 協議会は、原則として公開とする。 

 

（事務局） 

第７ 協議会の事務局は、経営戦略局治水・利水対策推進チームに置く。 

 

（補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１７年７月１５日から施行する。 
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高水協議会運営要領 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、高水協議会設置要綱（以下「要綱」という。）第８の規定により必要な事項を定

めるものとする。 

 

（会員の募集） 

第２ 会員の募集は、高水協議会会員募集要項による。 

 

（会員の報酬等） 

第３ 会員の報酬は、無報酬とする。旅費は支給しないものとする。 

 

（関係行政機関の職員） 

第４ 要綱第３に定める関係行政機関の職員は、協議会が必要とする行政機関の職員及び経営戦略局

治水・利水対策推進チームリーダーをもって充てる。 

 

（アドバイザーの報酬等） 

第５ 要綱第３第２項に定めるアドバイザーの報酬及び旅費は、県の審議会委員の報酬及び旅費に準

じて支給する。 

 

（関係行政機関の連携） 

第６ 要綱第２に掲げる事項の検討等を行うため、関係行政機関は相互に連携して、協議会の運営を

サポートする。 

 

附 則 

この要領は、平成１７年７月１５日から施行する。 
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